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我
が
国
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
す
る
制
裁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

我
が
国
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
理
念
、
目
的
の
下
、
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
を
行
っ
て
き
た
か
。

二

我
が
国
の
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
累
計
供
与
額
、
直
近
五
年
の
年
別
供
与
額
、
具
体
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
内
容
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

三

我
が
国
の
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
て
き
た
か
。
今
次
二
〇
〇
七
年
九
月
二
十
七

日
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
治
安
部
隊
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
長
井
健
司
さ
ん
を
射
殺
し
た
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と
い
う
。
）
が

発
生
し
た
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
そ
れ
は
一
の
理
念
、
目
的
に
沿
い
、
二
の
供
与
額
に
見
合
う
だ
け
の
効
果
を
あ
げ
て

き
た
と
外
務
省
は
考
え
て
い
る
か
。

四

二
〇
〇
七
年
十
月
十
九
日
付
朝
日
新
聞
三
面
に
、
「
対
ミ
ャ
ン
マ
ー

支
援
か
圧
力
か

揺
れ
る
日
本
外
交
」
と
の
見
出

し
の
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
外
務
省
幹
部
は
『
軍
政
を
強
く
非
難
す
る
欧
米
型

か
、
多
額
の
援
助
で
軍
政
と
の
関
係
を
強
め
る
中
国
型
か
。
日
本
は
そ
の
中
間
の
道
を
と
り
、
国
際
社
会
で
双
方
の
声
を
結

び
つ
け
る
役
割
が
果
た
せ
る
』
と
強
調
す
る
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
記
述
の
中
に
あ
る
外
務
省
幹
部
と
は
誰
か
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

一



五

四
の
外
務
省
幹
部
の
コ
メ
ン
ト
（
以
下
、
「
コ
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
は
政
府
の
公
式
見
解
か
。

六

「
コ
メ
ン
ト
」
に
あ
る
、
非
難
を
強
め
る
欧
米
型
と
多
額
の
援
助
を
す
る
中
国
型
の
中
間
の
道
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
我
が
国
の
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
策
を
指
す
の
か
。
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

七

同
じ
く
「
朝
日
記
事
」
の
中
に
、
津
守
滋
・
元
ミ
ャ
ン
マ
ー
大
使
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
「
中
国
や
イ
ン
ド
の
両
大
国
の
パ

ワ
ー
政
治
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
見
放
す
こ
と
な
く
、
戦
後
日
本
の
培
っ
て
き
た
民
主
主
義
の
精
神
を

伝
え
続
け
る
べ
き
だ
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
の
津
守
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
外
務
省
の
評
価
如
何
。
今
回
の
「
事

件
」
に
よ
り
日
本
国
民
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
も
、
強
い
制
裁
措
置
を
と
る
よ
り
は
民
主
主
義
の
精
神
を
伝
え
て
い
く

べ
き
で
あ
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

八

二
〇
〇
七
年
十
月
十
九
日
、
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
政
権
に
対
し
て
、
金
融
制
裁
の
対
象
と
な
る
軍
政

高
官
の
新
た
な
追
加
、
米
国
産
品
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
向
け
輸
出
統
制
の
強
化
等
の
追
加
制
裁
措
置
を
公
表
し
、
更
に
は
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
軍
政
を
事
実
上
支
え
て
い
る
中
国
、
イ
ン
ド
な
ど
に
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
策
の
見
直
し
を
求
め
た
と
承
知
す
る
。
そ
の

一
方
で
、
「
事
件
」
を
受
け
、
我
が
国
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
対
し
て
、
ヤ
ン
ゴ
ン
市
内
に
建
設
す
る
予
定
で
あ
っ
た
「
人

材
開
発
セ
ン
タ
ー
」
建
設
事
業
に
対
す
る
五
億
五
千
二
百
万
円
の
無
償
資
金
協
力
を
中
止
す
る
な
ど
の
制
裁
措
置
を
と
っ
た

二



と
承
知
す
る
が
、
他
に
追
加
的
措
置
を
と
る
考
え
は
あ
る
か
。

九

八
で
、
更
な
る
追
加
措
置
を
と
る
考
え
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。
自
国
民
を
殺
さ
れ
て
い
な
い

米
国
が
八
で
述
べ
た
よ
う
な
制
裁
措
置
を
と
っ
て
い
る
一
方
で
、
「
事
件
」
に
よ
り
自
国
民
を
殺
さ
れ
た
我
が
国
が
八
で
述

べ
た
だ
け
の
制
裁
措
置
を
と
る
に
留
ま
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

「
事
件
」
に
よ
り
自
国
民
を
殺
害
し
、
ま
た
「
事
件
」
で
殺
害
さ
れ
た
長
井
さ
ん
が
所
持
し
て
い
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
持

ち
去
っ
た
ま
ま
我
が
国
政
府
に
よ
る
返
還
要
求
に
応
じ
て
い
な
い
等
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
極
め
て
不
誠
実
な
対
応
を
鑑
み

る
時
、
一
、
二
、
三
で
い
う
我
が
国
の
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
何
ら
効
果
を
な
し
て
お
ら
ず
、
我
が
国
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

対
す
る
制
裁
措
置
は
生
ぬ
る
い
と
考
え
る
。
二
〇
〇
七
年
十
月
十
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六

八
第
一
〇
四
号
）
で
は
、
「
事
件
」
の
真
相
究
明
及
び
長
井
さ
ん
が
所
持
し
て
い
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
返
還
要
求
に
つ
い
て

「
事
件
の
真
相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
返
還
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と

い
う
。
）
政
府
か
ら
の
回
答
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
」
「
政
府
と
し
て
は
、
事
件
の
真
相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
返
還

に
関
す
る
我
が
国
政
府
の
申
入
れ
を
踏
ま
え
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
対
応
を
見
極
め
つ
つ
、
対
応
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が

適
当
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
悠
長
で
緊
張
感
の
な
い
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
が
今
後
も
誠
意

三



の
な
い
対
応
を
続
け
る
の
な
ら
ば
、
我
が
国
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
対
し
て
更
な
る
制
裁
措
置
を
と
り
、
よ
り
強
い
態
度
で

交
渉
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


